
2021/5/19 

静岡県電子入札共同利用センター 

指名競争入札方式における辞退届提出期間の変更について 

 
１．電子入札システムの指名競争入札方式における辞退届提出期間の変更について 

電子入札システムでは、入札書受付開始予定日時にならなければ、辞退届の提出ができませんでし

たが、指名競争入札方式に限り、指名通知書の受理後から、辞退届の提出が可能となります。 
 

（１）電子入札システムにおける指名競争入札方式の辞退届提出期間の変更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 電子入札システムの仕様は変更となりますが、辞退届の提出期間については、調達機関の定
める規則、要綱、運用基準などに従って下さい。 

※ 公募型指名競争入札、プロポーザル方式、随意契約については、辞退届提出期間の変更はあ
りません。 

 
 
（２）電子入札システムの変更日について 

２０２１年６月１日より、電子入札システムにおける辞退届の提出可能期間が変更となります。 
 
２．辞退届の提出について 

辞退届の提出については、従来どおり「入札状況一覧」画面より行って下さい。 
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